
家庭教育リーフレットを活用した語り合いの進め方

生涯学習課では、保護者が子育てのエピソードや気づきを交流することで、学び合う学習方法を進めて
います。家庭教育リーフレットを資料として活用した「語り合い」の学習について紹介しますので、各
校・園・所等で研修や講座を開催する際にはご活用ください。

Q１:資料（家庭教育リーフレット）はどうすれば手に入りますか？
⇒A：県生涯学習課のホームページからダウンロードが可能です。各ページを組み合わせたりすることで様々

な使い方ができます。また、研修や学習会で使用される場合は、現物のリーフレットを送付しますので、
県生涯学習課までご連絡下さい。

Q２:「語り合い」の前に「子育てとインターネット」について３０分程度で説明をしてもらえますか？
⇒A：可能です。時間に応じて生涯学習課員がスライドを使いながら説明をします。「語り合い」の活動と組

み合わせることで、効果的な学びのプログラムが出来上がります。

Q３:「語り合い」の進め方を教えてもらえる研修会はありますか？
⇒A：生涯学習課が主催の「子育て・親育ち学習講座」に参加いただくことで学び方を理解することができま

す。また、各市町PTA等を単位として「語り合い」の学習を開催していただくことで、参加した方が「語
り合い」の学び方を知り、ファシリテーターとなって様々なところで学びを進めていくことができます。

語り合いの進め方（参考）

（語り合いができるベースづくり）
・各グループにファシリテーター役を
決める

・交流がしやすい雰囲気づくり
・語り合いのルールの紹介

４つのルール
■相手の考えを受け止めましょう（共感）
■ここだけの話にしましょう（秘密厳守）
■参加者みんなが話しましょう （公平）
■話したくないことは話さないで

おきましょう（自由）

①リーフレットの４コマ漫画を読み、
感想を交流する。

②リード文⇒グラフや図の順番で読み
進め、感想を交流する。

③「子育てへのアドバイス」やPOINT
を読み、ふりかえったり、思ったり
したことを交流する。

④今回の交流から、気づいたことや
生かせそうなことを書き交流する

（記入することでしっかりと今日の学びを
ふりかえることができる。必須ではない）

①

②

③

②

③

リーフレットダウンロード用二次元コード

（リーフレット紙面）

問い合わせ先 滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 地域・家庭教育係 TEL：077-528-4654 FAX：077-528-4962
emailアドレス:ma06@pref.shiga.lg.jp

（別紙）


